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「防災・減災等に資する国土強靭化基本法案」に対する意見書 

 

２０１３年（平成２５年）１０月２３日 

日本弁護士連合会 

 

第１ 意見の趣旨 

本年５月２０日に国会に提出された「防災・減災等に資する国土強靭

化基本法案」（以下「国土強靭化法案」という。）が，１０月１５日に招

集された臨時国会において審議されようとしている。 

当連合会は，基本的人権擁護と社会正義の実現の立場から，公共事業

に関し，その政策決定から実施に至る各段階の意思決定手続について情

報公開と市民参加を保障し，必要性や環境保全優先性等の要件適合性を

確保するための法制度の整備を図ることを一貫して提言してきた。２０

１２年６月１４日には「公共事業改革基本法（試案）」を公表した。 

ところが，国土強靱化法案は，公共事業の適正確保のための上記のよ

うな法制度を欠くのみならず，むしろ現行より市民参加を後退させる内

容となっているなど，多くの問題点がある。また，「国土強靱化」の概

念が極めて不明確であるため，あらゆる公共事業がこれに含まれること

になり，同法を根拠に，適正確保のための評価がなされないまま無制限

に公共事業が実施されるおそれがある。 

そこで，国土強靱化法案の国会審議に当たっては，「国土強靱化」の

定義の不明確さ，手続の民主性と透明性の規定の欠如など，その問題点

について徹底的に審議を尽くした上，抜本的に見直すことを求める。 

 

第２ 意見の理由 

１ 当連合会の公共事業問題に関する基本的な考え方 

(1) 公共事業問題に関する初の人権擁護大会決議 

当連合会は，基本的人権擁護の立場から，１９７５年１１月１４

日の第１８回人権擁護大会において「公共事業による環境破壊に関

する決議」を採択した。同決議は，空港，新幹線，道路，原子力施

設等の公共事業による環境破壊の影響によって，周辺住民が日夜深

刻な被害と不安に苦しめられていたことから，国・地方公共団体及

びその他の関係諸団体に対して，被害救済及び環境保全対策並びに
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問題のある公共事業計画の再検討ないしは事業中止を求めたもので

ある。それ以来，公害対策・環境保全委員会を中心として，公共事

業問題に継続的に取り組んできた。しかし，諫早湾干拓事業や長良

川河口堰建設事業などに見られるように，環境を破壊する無駄な公

共事業だとして，激しい反対運動が繰り広げられたにもかかわらず，

これを無視して事業が進められるなど，環境保全の見地から黙過で

きない状況に至ったことから，当連合会は，問題の多いいくつかの

大規模公共事業に対して，中止あるいは見直しを求める意見書等を

公表した。 

(2) 公共事業の適正化を求める人権擁護大会決議 

当連合会の公共事業問題に関する基本的な考え方は，１９９８年

９月１８日の第４１回人権擁護大会における「環境保全と真の豊か

さの実現に向けて公共事業の適正化を求める決議」の前文に要約さ

れている。 

すなわち，「公共事業は，環境保全を図りつつ，真に豊かな国民生

活の実現を目的とし，その策定・実施手続は，公開と参加の原則の

もとに行われなければならない。しかるに，巨額の投資が続けられ

てきたわが国の公共事業は，全国各地で深刻な環境破壊を引き起こ

し，必要性や投資効果に疑問があるにもかかわらず，見直されるこ

となく継続されている事業なども数多く存在している。公共事業は，

今，そのあり方が厳しく問われている」との基本的な認識を示し，

その原因に関し「法制度面でも，公共事業の決定手続には，民主性

と透明性の欠如，科学的な環境影響評価手続や事業評価手続の不徹

底，さらに市民の争訟手続の欠如など重大な欠陥がある。従って，

公共事業については，環境保全の優先性を前提として，政策決定か

ら実施決定に至る各段階において，情報公開の徹底を図るとともに，

民主性，透明性，合理性，公正を確保するための総合的な法制度の

整備が必要である」として，公共事業の在り方の抜本的な見直しを

求めた。 

(3) 「公共事業改革基本法（試案）」の公表 

第４１回人権擁護大会決議の後も，公共事業問題に関する状況は

ほとんど変わらず，法制度面での適確な整備もなされなかった。そ

こで，同決議の趣旨を法文として具体化するために，２０１２年６
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月１４日に，「公共事業改革基本法（試案）」を公表し，公共事業改

革のために必要な法制度改革を提言した。 

すなわち，公共事業は「持続可能な循環型社会の構築」を基準に，

人々の日常生活を重視して，そこから生み出される文化が維持され

るものでなければならず，そのためには，公共事業の合理性，自然

生態系との調和，手続の透明性の向上と情報公開・市民参加の保障

という観点から，無駄な公共事業について実効性のある見直し手続

を定める必要があるとし，この手続を法律試案として具体化したも

のである。 

この法律試案は，全１３章全７８条から構成されており，おおむ

ね，以下のような内容を定めている。 

① ［情報公開］情報公開を保障し，市民はその情報を知る権利を

有し，その権利が十分に尊重されること。 

② ［市民参加］市民は，その意思が反映されることを目的として

意見を述べ，又は提案するという市民参加の権利を有し，その権

利が十分に尊重されること。 

③ ［要件適合性］公共事業は，必要性，効率性，有効性，公平性，

技術的可能性，環境保全優先性の要件に適合するものでなければ

ならないこと。 

④ ［審議会改革］公共事業に関係する審議会に関し，その公正さ

を担保するために委員人選の透明性を確保し，会議･議事録の完

全な公開を義務付けること。 

⑤ ［第三者機関］公共事業の評価，必要性等につき厳格に審査す

るための独立・中立の第三者機関である｢公共事業評価審査会｣を

設置し，客観的な基準による事業の評価を実施し，実効的な見直

しを行うシステムを確立すべきこと。 

⑥ ［費用便益分析］費用便益分析に関し，第三者機関である公共

事業評価審査会が科学的に合理的な評価指針を作成し，この指針

に基づき客観的に適正な費用便益分析がなされるべきこと。 

⑦ ［事業中止による損失補償］公共事業を中止又は変更したとき

は，それによって損失を受けた者に対し，その損失を補償すると

ともに，生活の基礎を失うこととなる者について生活再建策のあ

っせんがなされるべきこと。 



4 
 

⑧ ［争訟手続］公共事業計画決定等に不服申立をした者に提訴す

る権利を保障すべきこと。 

(4) 公共事業問題に関する当連合会の意見等 

当連合会が公共事業問題に関して採択した決議や意見書等は，別

紙のとおりである。 

 

２ 国土強靭化法案の問題点 

以上のような当連合会の基本的考え方に基づいて国土強靭化法案を

検討したところ，同法案には以下のような問題点がある。 

 (1) 「国土強靭化」の概念が不明確であること 

国土強靭化法案第１条では，「国土強靱化」とは，｢事前防災及び

減災その他迅速な復旧復興並びに国際競争力の向上に資する大規

模災害等に備えた国土の全域にわたる強靱な国づくり｣と定義され

ている。 

しかし，「国土強靱化」は法案名にあるように「防災・減災等に

資する」ものということであり，国土形成計画法，国土利用計画法，

社会資本整備重点計画法などの公共事業上位計画を定める根拠と

なる他の法律との関係を明確にするためにも，その定義には防災・

減災のために直接必要である等の限定がなされるべきである。しか

し，国土強靱化法案第１条の定義にはそのような限定はなく，極め

て不明確なものとなっており，このままではあらゆる公共事業がこ

れに含まれることとされかねない。  

他方，国土強靱化法案は，以下に述べるように，公共事業の適正

確保のための法制度を欠くのみならず，むしろ現行より市民参加を

後退させる内容となっているなど，多くの問題点がある。 

このままでは，あらゆる公共事業が，同法を根拠に，適正確保の

ための評価がなされないまま無制限に実施されることになるおそ

れがある。 

(2) 手続の民主性と透明性の規定が欠けていること 

国土強靭化法案第１１条では，「国土強靱化基本計画以外の国の

計画は，国土強靱化に関しては，国土強靱化基本計画を基本とする」

として，「国土強靱化基本計画」が国の他の計画に優先するものと

位置付けられている。そうであるならば，国土強靱化基本計画の決
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定過程においては，国の他の計画以上に，民主性，透明性を保障す

る必要があるが，同法案ではそれらの規定が完全に欠けている。 

国土強靭化基本計画は，国土強靭化推進本部（本部長：内閣総理

大臣）が案を作成し閣議で決まる（第１０条）ので，行政内部の判

断だけで決定され，議会の議決手続は必要とされていない。 

また，国土強靭化法案第１７条第５項は，「本部は，国土強靭化

基本計画の案を作成しようとするときは，あらかじめ，都道府県，

市町村，学識経験を有する者及び国土強靭化に関する施策の推進に

関し密接な関係を有する者の意見を聴かなければならない」と定め

ているが，一般の国民・市民の参加に関する規定はない。現行の公

共事業上位計画の根拠法となっている国土形成計画法（第６条第５

項）や社会資本整備重点計画法（第４条第４項）で定められている

「計画の案を作成しようとするときは，あらかじめ，国民の意見を

反映させるために必要な措置を講ずる」という，いわゆるパブリッ

クコメントの規定すらない。 

国土強靱化計画作成の基礎となる大規模災害等に対する脆弱性

の評価についても，市民や第三者によるチェックの手続は定められ

ていない。 

さらに，基本計画の内容や財政計画，環境への影響に関わる情報

公開がなされる保障もない。国土強靭化推進本部の会議はおろか議

事録の公開も保障されておらず，そこでどのような審議がなされた

か国民に知らされることなく，かつ行政機関としての説明責任も果

たされないまま計画を策定することが可能となる。 

かえって，国土強靭化法案第５条では，「国民は，・・・国及び地

方公共団体が実施する国土強靭化に関する施策に協力するよう努

めなければならない」とされているので，この規定を根拠として，

市民による施策の検証が封じられることも起こり得る。国民は国土

強靭化計画案には意見を述べることもできないまま，その施策に協

力するよう務める義務を負わされることになる。 

このように，国土強靭化法案の定めている意思決定手続は，公共

事業の意思決定手続を民主化・透明化し，公共事業の必要性や環境

影響を適確にチェックすべきだとする，当連合会の提案する公共事

業改革の方向とは相容れないものである。欧米諸国の制度も参考に
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して，決定過程の透明性と公正さを確保する方策を盛り込んだ計画

作成手続を定めることが必要である。 

(3) 大規模な環境破壊の進行のおそれがあること 

我が国の公共事業は，大型プロジェクト優先の公共事業として進

められてきたため，必然的に大規模な自然破壊や公害の発生など，

極めて深刻な環境破壊を引き起こしてきた。道路，ダム，海浜の干

拓・埋立事業，空港，工場用地造成，農道，大規模林道など，公共

事業による深刻な環境破壊の例は，全国至るところに存在している。

これまで，多くの大規模公共事業は，環境保全の最大の脅威となっ

てきたといっても過言ではない。 

国土強靱化法案は，環境保全との関係について，国土強靱化に関

する施策は，「地域の特性に応じて，自然との共生及び環境との調

和に配慮すること」との方針に従って策定され，実施されるものと

すること（第９条第３号）と定めている。しかし，ここで定められ

ている配慮がなされているかどうかのチェックを市民や第三者機

関が行う仕組みが全くなく，環境保全システムが欠如している。 

現行の環境影響評価法に基づく環境影響評価手続は，住民参加手

続が不十分で，専門家などの独立・中立の第三者機関による環境面

からの審査手続も未確立なものではあるが，事業の環境影響が調

査・公表され，公表された情報を市民がチェックすることにより事

業の環境影響を回避・低減させる契機となり得る手続である。しか

し，政策や基本計画が対象外とされているという大きな問題があり，

国土強靭化基本計画についても環境影響評価手続によるチェック

は機能しない。 

国土強靱化基本計画においては，国土強靭化の名の下に，環境保

全の比重が下がるおそれがあり，「環境との調和に配慮する」との

規定だけでは，環境破壊の歯止めにはならず，このまま国土強靱化

基本計画が実施されれば，現在残されている良好な自然が全国各地

で大規模に破壊されるような事態が進行するおそれがある。 

(4) 地方自治の後退のおそれがあること 

地方公共団体は，憲法により地方自治の本旨に基づき団体自治と

住民自治が制度的に保障されており，その自主性が尊重されなけれ

ばならない。地方分権推進法は，地方公共団体の自主性及び自立性
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を高めることを基本理念とし（第２条），当連合会は，第５０回人

権擁護大会における「持続可能な都市をめざして都市法制の抜本的

な改革を求める決議」（２００７年１１月２日）において，都市法

制に関し市町村が独自に決定できるよう，地方分権を拡充すること

を提言している。 

ところが，国土強靭化法案は，国土強靭化基本計画案の作成過程

で地方公共団体の意見を聴かなければならないと定める（第１７条

第５項）ものの，「国，地方公共団体，・・は，・・相互に連携を図

りながら協力するよう努めなければならない」（第６条）とし，さ

らに，地方公共団体が「国土強靭化地域計画」を定める場合には「国

土強靭化基本計画との調和が保たれたものでなければならない」

（第１４条）として，地方公共団体の「計画」自体が，国の強いコ

ントロールの下に作成される仕組みとなっている。そのため，地方

公共団体の自主性が損なわれる事態が起こり，地方自治が後退する

おそれがある。 

(5) 国土強靭化施策への国民の協力「努力義務」に問題があること 

国土強靱化法案第５条は，「国民は，国土強靱化の重要性に関す

る理解と関心を深め，国及び地方公共団体が実施する国土強靱化に

関する施策に協力するよう努めなければならない」と規定する。 

しかし，情報公開や市民参加等，国土強靭化基本計画の適正確保

のための手続保障を欠いた制度の下，概念の不明確な「国土強靭化」

施策への国民の協力が「努力義務」として法定されることは公共事

業の現場では大きな影響力を持つこととなる。 

一般市民や住民に対しては，協力要請の形で国土強靱化施策への

協力が推進されることになるが，その場合は，国土強靭化施策に対

する批判的な表現活動が不当に制約されたり，委縮したりする原因

となる可能性があり，思想良心の自由の保障という点でも問題を生

じかねない。国民の協力は，あくまで一人ひとりの自主的判断にゆ

だねられるべきものである。 

(6) 深刻な財政赤字を増大すること 

現在，国及び地方公共団体は深刻な財政赤字に直面しているが，

その最大の原因となっているのが，不況対策，景気対策として行わ

れてきた公共事業に対する投資である。その規模は税収などの収入
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を遥かに超える巨額なもので，建設国債などの国債を発行して賄わ

れてきた。そのようにして実施された公共事業の中には，諫早湾干

拓事業や長良川河口堰建設事業など，目的との合理的関連性がなく，

無駄な財政支出と環境破壊を招く結果となったものも少なくない。 

既に述べたように，国土強靱化法案は公共事業の必要性等に関し

て市民や第三者がチェックできる仕組みが欠けており，「国土強靱

化」の名の下に無制限に公共事業が実施される根拠となりかねない

ものであって，さらに深刻な財政赤字を増大させるおそれがある。 

 

３ 結論 

以上のとおり，国土強靭化法案は，そのまま法律として成立すると，

当連合会の提案する公共事業改革に反する意思決定手続をつくりだ

す結果となるのみならず，むしろ現行より市民参加を後退させること

になるなど，看過しがたい多くの問題点を持っている。 

そこで，同法案の国会審議に当たっては，「国土強靱化」の定義の

不明確さ，手続の民主性と透明性の規定の欠如など，その問題点につ

いて徹底的に審議を尽くした上，抜本的な見直しを行うよう求める。 

以上 
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【別紙】 

「公共事業問題」に関する主な日弁連決議・意見書等 

 

1 「公共事業による環境破壊に関する決議」（１９７５年１１月１４日人

権擁護大会決議） 

2 「海と海岸線の保護に関する決議」（１９７７年１０月８日人権擁護大

会決議） 

3 「本州四国連絡橋の建設に関する決議」（１９７８年１１月１１日人権

擁護大会決議） 

4 「海の環境と自然海岸を保全するために必要な措置をとることを求め

る決議」（１９８６年５月３１日定期総会決議） 

5 「白神山地の自然保護に関する意見書」（１９８７年５月１５日） 

6 「知床国有林の自然保護に関する意見書」（１９８７年１０月２日） 

7 「新石垣空港建設計画に関する意見書」（１９９０年５月８日） 

8 「千歳川放水路問題に関する意見書」（１９９５年２月１７日） 

9 「河川行政の転換を求める決議」（１９９５年１０月２０日人権擁護大

会決議） 

10 「市民活動団体に関する法制度改革に関する提言」（１９９５年７月１

２日） 

11 「中海土地改良事業の廃止を求める意見書」（１９９７年５月２日） 

12 「長良川河口堰問題意見書」（１９９７年５月２日） 

13 「諫早湾潮受堤防締切に対する会長声明」（１９９７年５月２２日） 

14 「諫早湾干拓事業に関する意見書」（１９９７年１０月１７日） 

15 「環境保全と真の豊かさの実現に向けて公共事業の適正化を求める決

議」（１９９８年９月１８日人権擁護大会決議） 

16 「ダム等建設事業の適正な見直しを求める意見書」（１９９９年７月１

５日） 

17 「三番瀬埋立事業計画に対する意見書」（１９９９年１２月１７日） 

18 「政策評価法による公共事業の見直しのあり方に関する意見書」（２０

０１年１２月２０日） 

19 「泡瀬干潟埋立事業に関する意見書」（２００２年３月１５日） 

20 「川辺川ダム建設に伴う漁業権等の強制収用に向けた裁決申請の取下

げを求める会長声明」（２００２年３月１９日） 
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21 「湿地保全・再生法の制定を求める決議」（２００２年１０月１１日人

権擁護大会決議） 

22 「諫早湾干潟の再生と開門調査の実施を求める意見書」（２００３年１

０月２３日） 

23 「肱川流域委員会の委員の追加と十分な審議を求める意見書」（２００

４年１月１６日） 

24 「中城湾港佐敷干潟埋立計画に関する意見書」（２００４年２月２０日） 

25 「諫早湾干拓事業の中・長期開門調査を求める会長声明」（２００４年

５月１４日） 

26 「諫早湾干拓事業差止仮処分決定に関する会長声明」（２００４年８月

２６日） 

27 「中池見湿地の保全に関する意見書」（２００５年３月１８日） 

28 「諫早湾干拓事業差止仮処分事件の保全抗告決定に関する会長声明」

（２００５年６月９日） 

29 「湿地の保全及び再生等に関する法律要綱案」（２００６年３月１６日） 

30 「流域自治に向けた河川法の改正を求める提言」（２００７年７月１２

日） 

31 「諫早干拓訴訟佐賀地裁判決に関する会長談話」（２００８年６月２７

日） 

32 「泡瀬干潟の埋立の中止を緊急に求める意見書」（２００８年７月１８

日） 

33 「泡瀬干潟埋立事業訴訟那覇地裁判決の控訴に関する会長談話」（２０

０８年１２月５日） 

34 「泡瀬干潟埋立事業訴訟福岡高裁判決に関する会長談話」（２００９年

１０月１５日） 

35 「ダム依存から脱却し，総合治水及び堤防の強化を求める意見書」（２

０１０年６月１７日） 

36 「諫早湾干拓訴訟福岡高裁判決に関する会長談話」（２０１０年１２月

６日） 

37 「諫早湾干拓訴訟長崎地裁判決に関する会長談話」（２０１１年７月７

日） 

38 「泡瀬干潟埋立事業の中止等を再度求める意見書」（２０１１年８月５

日） 
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39 「ダム事業の検証の抜本的見直しを求める意見書」（２０１２年５月２

日） 

40 「公共事業改革基本法（試案）」（２０１２年６月２０日） 

41 「豊かな海をとり戻すために，海岸線の新たな開発・改変の禁止，及び

沿岸域の保全・再生の推進を求める決議」（２０１２年１０月５日人権

擁護大会決議） 

 


